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「
三
島
返
還
論
」
に
つ
い
て
の
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
三
号
）
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
「
政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し

て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
考
え
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
北
方
四
島
の

帰
属
の
問
題
に
関
す
る
解
決
」
と
は
、
歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
、
択
捉
島
が
日
本
国
に
帰
属
す
る
こ
と
の
確
認
を
意

味
す
る
も
の
か
。

二

歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
に
対
す
る
日
本
国
の
主
権
を
確
認
し
、
択
捉
島
に
つ
い
て
は
ロ
シ
ア
連
邦
の
主
権
を
認
め

る
と
い
う
形
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
か
。

三

歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
に
対
す
る
日
本
国
の
主
権
を
確
認
し
、
択
捉
島
に
つ
い
て
は
帰
属
問
題
に
つ
い
て
ロ
シ
ア

と
継
続
し
て
協
議
す
る
と
の
内
容
で
平
和
条
約
に
至
ら
な
い
中
間
的
な
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
か
。
明
確
な
答
弁
を

求
め
る
。

右
質
問
す
る
。


